仙台ゆかりの漫画・アニメを活用した海外出展業務委託
公募型プロポーザル実施要領

１　事業名
　　仙台ゆかりの漫画・アニメを活用した海外出展業務

２　事業の概要
（1）目的
　　ハイキュー‼、ジョジョの奇妙な冒険など、本市にゆかりのある漫画・アニメは海外でも人気のあるコンテンツであり、作品の舞台となった市内の実在の場所を海外のファンが訪れるなど、本市への誘客促進にもつながっている。
本事業では、本市にゆかりのある漫画・アニメを活用した展示ブースをフランスで開催される「Japan Expo Paris 2026」に出展することで、本市の魅力を知っていただき認知度の拡大を図るとともに、海外からの観光誘客につなげる。
（2）内容
　　別紙「仕様書」（案）の通り
（3）委託期間
　　契約締結の日から令和8年10月30日（金） 
（4）委託上限額
[bookmark: _Hlk226290086]　　24,100,000円（消費税及び地方消費税含む。）

３　参加資格要件
　　本事業に係る公募型プロポーザルに応募することができる者は、次に掲げる要件を全て満たす法人、又は法人を核にした複数の者による共同企業体（以下、「共同企業体」という。）とする。
（1）本事業の目的を的確に遂行するに足りる能力を有すること。
（2）事業実施に当たり必要な人員体制が整っている又はその体制を整えられることが確実と見込まれること。
（3）地方自治法施行令第167条の4第1項各号に該当しないこと。
（4）仙台市入札契約暴力団等排除要綱（平成20年10月31日市長決裁）別表に掲げる要件に該当しないこと。
（5）仙台市税、消費税及び地方消費税を滞納していない又は現在の主たる事業所が所在する市町村の市町村民税を滞納していないこと。
（6）経営状態が健全であること（例えば会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされているか、又は民事再生法による再生手続き開始の申立てがなされている場合は「経営状態が健全でない」と判断する）。




４　スケジュール
	4月6日（月）
	
	公告（企画提案募集開始）

	4月13日（月）
	17時〆切
	質問の受け付け期限

	4月17日（金）
	
	質問に対する回答

	4月24日（金）
	17時〆切
	参加表明書兼誓約書及び企画提案書の提出期限

	5月12日（火）（予定）
	
	企画提案審査委員会の実施

	5月14日（木）以降
	
	審査結果の通知（受託候補者の特定）

	5月中旬（予定）
	
	契約締結及び業務開始



５　質問の受付及び回答
　　企画提案書の作成に関して疑義が生じた場合は、以下により問い合わせること。
（1）受付期間
　　公告の日から令和8年4月13日（月）17時まで
（2）質問方法
　　仙台市ホームページより「質問票（様式第1号）」をダウンロードし、質問事項を記載の上、本要領１２に記載の担当課あてに電子メールにより提出すること。電子メールの件名は以下の通りとすること。
・【提案者名】仙台ゆかりの漫画・アニメを活用した海外出展業務プロポーザル質問の送付
（3）回答方法
　　電子メールにより回答するとともに、仙台市ホームページに掲載する。

６　参加表明書兼誓約書
　　本事業に参加を希望する場合は、以下のとおり必要書類を提出すること。
（1）提出期限
　　令和8年4月24日（金）17時必着
（2）提出方法
　　本市ホームページより「参加表明書兼誓約書（様式第2号）」をダウンロードし、必要事項を記載の上、下記（3）②～⑤提出書類を添付し、電子メールにて本要領１２に記載の担当課のメールアドレス宛てに提出すること。電子メールの件名は以下の通りとすること。
・【提案者名】仙台ゆかりの漫画・アニメを活用した海外出展業務プロポーザル参加表明
[bookmark: _Hlk224633451]（3）提出書類
　　共同企業体の場合は、③～⑤の書類を全構成員について提出すること。
①参加表明書兼誓約書（様式第2号）
②共同企業体結成提出書（様式第3号）　※共同企業体の場合のみ
③企画提案者の概要がわかる資料（会社案内、パンフレット等）
④市税の滞納がないことの証明書又は主たる事業所所在地の市町村税（特別区にあたっては都税）を滞納していないことの証明書の写し
⑤履歴事項全部証明書の写し


７　企画提案書の提出
　　本事業の受託を希望する場合、以下により必要書類を提出すること。
（1）提出期限
　　令和8年4月24日（金）17時必着
（2）提出方法
　　下記（3）提出書類を添付し、電子メールにて本要領１２に記載の担当課のメールアドレス宛てに提出すること。提出にあたり、データの容量が大きい場合などはギガファイル便などのデータ送信システムを利用すること。電子メールの件名は以下の通りとすること。
・【提案者名】仙台ゆかりの漫画・アニメを活用した海外出展業務企画提案書の提出
（3）提出書類
①応募申込書（様式第4号）
②企画提案書（任意様式）
③業務体制の概要、受託責任者及び担当者（任意様式）
④類似業務等の実績（任意様式）
⑤見積書（任意様式）
・経費の詳細が分かるよう内訳を記載すること。
・本業務委託に要する全ての経費を積算すること（消費税等を含む）。
（4）企画提案書作成上の留意点
　　企画提案書で求める具体的内容は下記のとおりとする。企画提案書は、A4版で作成し、表紙及び目次を含み13ページ以内に収めること。
①展示ブースのタイトル案（※受託候補者選定後に発注者から変更を求める場合がある）
②展示ブースのテーマ
③具体的な展示内容に関すること（展示物や造作等のイメージ）
④想定する来場者数
⑤会場のゾーニングイメージ
⑥来場者管理の考え方（動線や混雑緩和策等）
⑦チラシ等の制作やプロモーションに関すること
⑧問い合わせ対応に関すること
⑨効果検証に関すること
⑩仕様書と異なる事項や仕様書に定めのない事項に関する、効率・効果的な手法等
（5）その他
①提出書類等は返却せず、発注者の責任において処分する。
②企画提案に係る費用は、提案者の負担とする。
③提出期限後の提案書の差し替えや再提出等は、認めない。

８　受託候補者の選定等
　　審査及び受託候補者の選定は、「仙台ゆかりのコンテンツ等を活用した展示会開催業務委託に係る公募型プロポーザル審査委員会」（以下、「審査委員会」という。）において、企画提案書に基づき行う。

（1）審査委員会の委員構成
	審査委員長
	仙台市文化観光局東北連携・観光交流部長

	審査委員
	仙台市文化観光局東北連携・観光交流部参事

	審査委員
	仙台市文化観光局東北連携・観光交流部観光戦略課長

	審査委員
	仙台市文化観光局東北連携・観光交流部観光戦略課企画調整担当課長

	審査委員
	仙台市文化観光局東北連携・観光交流部インバウンド・MICE推進課長


（2）審査委員会の詳細
①日時
令和8年5月12日（火）※具体的な日時は、各提案事業者あてに個別に通知いたします。
②会場
仙台市役所本庁舎　文化観光局第１会議室
　　③審査委員会の流れ
・提案事業者より企画提案書に基づく内容説明（10分）
・質疑応答（10分）
　　④留意事項
・提案事業者の出席人数は3名以内とすること
・説明は事前に提出した事業提案書に基づき行うこととし、追加資料の提出等は認めない
・正当な理由なく欠席した場合は提案を無効とする。ただし、審査委員長がやむを得ない
事情と認める場合はその限りではない。
（3）審査項目・基準及び配点
　　別紙「審査項目・基準及び配点表」のとおり
（4）受託候補者の特定
①審査委員はそれぞれの内容について別紙「審査項目・基準及び配点」に基づき採点を行う。
②採点終了後、すべての審査委員の採点結果のとりまとめを行う。
③②の結果により、各審査委員の合計点が最も高い提案者（以下、「最高得点者」という。）
を受託候補者、2番目に高い提案者を「次点候補者」としてそれぞれ特定する。
④やむを得ない事由により最高得点者と契約交渉ができない場合は、次点候補者と交渉を
行う。
⑤採点された評価の合計点が同点の場合については、以下のとおりとする。
A）各審査委員の評価で1位が多い提案者を優先する。
B）A）が同数の場合は、審査委員長が高い評価をした提案者を優先する。
C）B）が同点の場合は、審査委員会において合議の上、総合順位を決定するものとする。
⑥評価及び評点は、下表のとおりとする。
	評価
	評点（5段階評価）

	優れている
	5

	やや優れている
	4

	普通
	3

	やや劣る
	2

	劣る
	1

	（提案書等に記載がない）
	0


⑦審査結果については、全ての提案者に対して、書面により通知する。なお、非特定理由に
ついて、通知日から7日以内（土日及び祝日を除く）に書面（任意様式）で説明を求める
依頼があった場合は、発注者は、書面を受理した日から10日以内（土日及び祝日を除く）
に、書面で回答する。

９　契約に関する事項
（1）契約形態
　　地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づく随意契約
　　※受託候補者と契約が成立しない場合は、次点候補者と協議を行い、協議が整った場合に契約を締結する。
（2）予算規模
　　24,100,000円（消費税及び地方消費税含む。）を上限とし、提案内容等を発注者と協議のうえ、契約金額を決定する。なお、委託費は提案内容の遂行に必要な最小限度の経費とし、提案内容からその妥当性が認められる範囲内とする。
（3）契約期間
　　契約締結日から令和8年10月30日（金）まで 
（4）その他
①契約の締結にあたっては、選定された企画提案の内容をそのまま実施することをあらかじ
め約束するものではなく、仕様書の内容について、別途発注者と協議のうえ決定する。
②協議が整った後に、受託候補者はあらためて詳細な経費を積算した見積書を提出する。

１０　提案書等の無効及び参加資格の喪失等
　　次のいずれかに該当する場合は、提案を無効とし、本プロポーザルへの参加資格を失うものとし、本要領８（4）の手続きによる順位を繰り上げる。
①参加資格要件を満たさない場合又は契約締結までの間に参加資格要件を満たさなくなった場合
②企画提案書等が提出期限を過ぎて提出された場合
③提出書類に虚偽又は不正な記載があった場合
④本要領２（4）に示す委託上限額を超える金額を積算した場合

１１　著作権について
・業務遂行上に発注者が取得した資料や報告書などの成果物に係る著作権は、その引き渡しの時に、発注者へ無償で譲渡されるものとする。
・写真及びイラスト等の著作物については、発注者及び発注者が指定する第三者に対して人格権を主張しないものとする。
・写真、イラスト又は地図等を使用する場合は、あらかじめ著作権を有する者へ使用の確認や加工の可否について書面等で確認を行うものとし、許諾が得られたもののみ使用すること。



１２　担当部署
〒980-8671　仙台市青葉区国分町三丁目7番1号　仙台市役所本庁舎4階
仙台市文化観光局観光交流部観光戦略課コンテンツ創出係（担当：猿田、星野、石黒）
　　　電話　022-214-3018　　　Fax　022-214-8316
      アドレス　kei008020@city.sendai.jp
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